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四
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ナ
サ
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ソ
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分
類
と
「
古
典
的
自
由
主
義
」

第
三
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若
干
の
検
討

―
平
等
・
充
分
性
・
自
由

　

第
一
節　

「
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
福
祉
国
家
」

　

第
二
節　

左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
問
題

　

第
三
節　

「
古
典
的
自
由
主
義
」
再
論
に
向
け
て

お
わ
り
に

は
じ
め
に

―
問
題
の
所
在

本
稿
は
、
少
々
ま
わ
り
く
ど
い
表
題
を
持
つ
が
、
そ
の
本
質
は
た
っ
た
一
つ
の
、
単
純
な
問
い
に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
の
問
い
と
は

「
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
は
何
か
」
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
シ
ン
プ
ル
な
問
い
を
、
な
ぜ
、
今
に
な
っ
て
再
び
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
の
か
。
そ
ん
な
も
の
自
明
で
は
な
い
の
か
、
も

し
く
は
、
無
意
味
な
の
で
は
な
い
か
。
ロ
バ
ー
ト
・
ノ
ー
ジ
ッ
ク
（R

obert�N
ozick

）
を
現
代
正
義
論
上
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
始

点
と
考
え
た
と
し
て
も
、
既
に
約
四
〇
年
間
も
の
論
争
を
重
ね
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
概
説
的
な
説
明
は
頻
繁

に
な
さ
れ
、
日
本
語
で
も
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ア
ス
キ
ュ
ー
や
森
村

）
（
（

進
に
よ
る
説
明
が
利
用
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
飽
和
（
過
剰
？
）
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状
態
に
あ
り
な
が
ら
、
改
め
て
「
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
は
何
か
」
を
問
い
直
す
こ
と
に
、
ど
ん
な
意
義
が
あ
る
の
か
。

筆
者
は
旧
稿
、
ま
た
、
日
本
法
哲
学
会
の
分
科
会
報
告
に
お
い
て
、
自
由
観
を
中
心
に
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
理
解
の
再
検
討
を
行

っ
た
。
そ
の
中
で
筆
者
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
字
義
通
り
の
「
自
由
主
義
」
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
正
当
化
根
拠
と

し
て
、
自
己
所
有
権
が
最
も
有
望
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
、「
自
由
」
に
は
消
極
的
自
由
だ
け
で
は
な
く
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
が
通

常
あ
ま
り
シ
ン
パ
シ
ー
を
覚
え
な
い
、
積
極
的
自
由
の
個
人
主
義
的
な
解
釈
も
含
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
自
由
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
あ
る
程
度
の
（
再
）
分
配
が
必
要
に
な
る
可
能
性
も
示
唆
し

）
（
（

た
。
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
議
論
に
対
し

て
、
多
く
の
方
か
ら
頂
い
た
、
議
論
全
体
に
関
す
る
疑
問
は
、
お
よ
そ
「
消
極
的
自
由
の
み
を
擁
護
す
る
わ
け
で
も
、
政
府
に
よ
る
分

配
を
否
定
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
そ
の
議
論
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
べ
き
な
の
か
」、
そ
し
て
「
既
に
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
な
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
の
基
礎
に
も
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
」
と
い
う
大
き
な
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
認
識
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
何
か
を
共
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、
両
者
が
相
互
に
異

な
る
も
の
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
両
者
が
共
有
し
て
い
な
い
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
に
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
で
は
な
い
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
挙
証
責
任
は
リ
バ
タ
リ
ア
ン
た
ち
に
（
だ
け
）

あ
る
訳
で
は
な

）
（
（

い
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
様
な
議
論
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
側
か
ら
行
わ
れ
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
な
い

だ
ろ
う
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
た
ち
が
、
自
ら
を
リ
ベ
ラ
ル
か
ら
画
然
と
区
別
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
間
を
惜
し
む
べ
き
で
な
い
し
、

現
に
そ
の
よ
う
な
議
論
は
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
が
十
全
な
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
で
検
討
す
る
。

表
題
は
、
政
治
的
・
経
済
的
な
制
度
や
立
場
に
つ
い
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
古
典
的
自
由
主
義
」
に
つ
い
て
議
論
す
る
と
い

う
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
、
本
稿
は
そ
の
検
討
を
中
心
に
置
く
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
派
生
的
に
で
は
あ
れ
、
否
応
な
く
、
そ
の
哲
学
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的
な
面
に
対
し
て
も
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
い
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
「
古
典
的
自

由
主
義
」
が
認
識
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
危
う
さ
を
抱
え
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
リ
バ
タ
リ
ア
ニ

ズ
ム
で
あ
り
得
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章　

日
本
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
理
解

第
一
節　

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ア
ス
キ
ュ
ー
の
分
類

日
本
の
法
哲
学
分
野
で
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
著
作
の
一
つ
と
し
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ア

ス
キ
ュ
ー
「
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
研
究
序
説
」
が
あ

）
（
（

る
。
ア
ス
キ
ュ
ー
は
こ
の
論
文
を
通
し
て
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け

て
の
「
拡
大
国
家
」
の
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
「
悪
夢
」
と
対
峙
し
た
「
現
代
自
由
主
義
者
」
を
、
そ
れ
以
前
の
自
由
主
義
者
か
ら
区

別
し
て
論
じ
て
い
る
。
ア
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
最
も
大
き
な
違
い
は
国
家
観
に
あ
る
。
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
拡
大
国
家
を

強
制
力
・
暴
力
を
具
現
化
し
た
組
織
だ
と
考
え
、
こ
れ
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
ア
ス
キ
ュ
ー
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
理
解
に
よ
れ
ば
、

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
擁
護
し
て
い
る
の
は
、
私
生
活
自
由
放
任
主
義
で
あ
り
、
経
済
的
自
由
放
任
主
義
（
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
）
で

は
な
い
。
後
者
は
前
者
の
手
段
で
は
あ
り
得
る
が
、
そ
れ
自
体
が
目
的
な
の
で
は
な

）
（
（

い
。

ア
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
代
自
由
主
義
者
は
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
古
典
的
自
由
主
義
に
区
別
で
き
る
。
そ
し
て
、
リ
バ
タ
リ
ア

ニ
ズ
ム
は
無
政
府
資
本
主
義
と
最
小
国
家
論
に
区
別
で
き
る
。
無
政
府
資
本
主
義
と
は
国
家
の
完
全
廃
止
を
要
求
す
る
も
の
、
最
小
国

家
論
と
は
国
家
の
役
割
を
司
法
・
治
安
・
国
防
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
そ
し
て
、
古
典
的
自
由
主
義
と
は
貨
幣
の
供
給
や
若
干
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の
福
祉
活
動
な
ど
、
い
く
つ
か
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
提
供
も
国
家
活
動
に
含
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
代
自
由
主
義
者
は
、
自
由
主
義
原
理
の
正
当
化
理
論
に
関
し
て
も
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
と
は
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
自
然
権
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
親
子
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
帰
結
主
義
、
そ
し
て
ナ
ー

ヴ
ェ
ソ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
契
約
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
家
観
と
自
由
主
義
原
理
の
正
当
化
理
論
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、

9
つ
の
立
場
に
分
け
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
ア
ス
キ
ュ
ー
の
現
代
自
由
主
義
理
解
で
あ
る
（
表

）
（
（

１
）。

こ
の
分
類
を
「
ア
ス
キ
ュ
ー
分
類
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
ア
ス
キ
ュ
ー
分
類
に
お
い
て
、
ア
ス
キ
ュ
ー
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

だ
と
考
え
た
の
は
、
無
政
府
資
本
主
義
と
最
小
国
家
論
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
市
場
に
お
け
る
自
然
独
占
を

強
制
と
は
考
え
て
い
な
い
一
方
で
、
古
典
的
自
由
主
義
は
、
交
換
の
場
で
あ
る
市
場
で
も
、
強
制
的
な
状
況
が
起
こ
り
得
、
そ
れ
を
修

正
す
る
政
治
の
役
割
を
許
容
す
る
、
と
ア
ス
キ
ュ
ー
が
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
自
由
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
他

の
自
由
を
抑
圧
す
る
必
要
を
、
古
典
的
自
由
主
義
者
は
認
め
る
の
で
あ

）
（
（

る
。

以
下
で
は
、
こ
の
分
類
を
念
頭
に
、
日
本
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
が
、
ど
の
よ
う
に
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
殊
に
、「
古
典
的
自
由
主
義
」

を
理
解
し
て
い
る
の
か
、
確
認
し
た
い
。

表
1　

国
家
論
と
自
由
主
義
原
理
の
正
当
化
理
論

自
然
権
論

帰
結
主
義

契
約
論

無
政
府
資
本
主
義

ロ
ス
バ
ー
ド

Ｄ
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン

ナ
ー
ヴ
ェ
ソ
ン

最
小
国
家
論

ノ
ー
ジ
ッ
ク

古
典
的
自
由
主
義

マ
ロ
イ

ハ
イ
エ
ク

ブ
キ
ャ
ナ
ン
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第
二
節　

森
村
進
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
像

ア
ス
キ
ュ
ー
自
身
の
理
解
と
は
異
な
り
、
ア
ス
キ
ュ
ー
分
類
に
従
っ
て
議
論
を
進
め
る
多
く
の
論
者
は
、
古
典
的
自
由
主
義
も
リ
バ

タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
含
ま
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
森
村
進
は
自
ら
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
理
解
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い

る
。「

私
［
森
村
―
筆
者
］
は
〈
最
低
限
の
生
存
権
〉
と
か
〈
動
物
の
虐
待
の
禁
止
〉
と
か
〈
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
将
来
世
代
へ
の
配

慮
義
務
〉
と
い
っ
た
、
典
型
的
な
リ
バ
タ
リ
ア
ン
が
あ
ま
り
し
な
い
主
張
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
消
極
的
自
由
し
か
認
め
な
い
と
い

う
立
場
が
持
つ
理
論
的
な
純
粋
さ
と
単
純
さ
を
犠
牲
に
し
て
で
も
、
人
道
的
考
慮
や
功
利
主
義
の
持
つ
道
徳
的
直
観
を
一
切
合
財
捨
て

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
た
と
え
ば
ロ
ス
バ
ー
ド
ほ
ど
徹
底
し
た
リ
バ
タ
リ
ア
ン
で
は
な
い
が
、
今

日
の
大
部
分
の
論
者
よ
り
も
消
極
的
自
由
を
尊
重
し
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
現
代
国
家
は
正
当
化
で
き
な
い
ほ
ど
巨
大
で
人
々
の
生
活

に
過
度
に
介
入
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、『
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
』
の
た
い
て
い
の
理
解
に
よ
れ
ば
私
は
リ
バ
タ
リ
ア
ン

に
含
ま
れ

）
（
（

る
」。

こ
の
引
用
に
見
え
る
、
森
村
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
像
の
中
心
は
、
巨
大
化
し
た
国
家
の
批
判
・
小
さ
な
政
府
の
擁
護
で
あ
る
。
そ

し
て
、
ア
ス
キ
ュ
ー
の
理
解
と
は
対
照
的
に
、
森
村
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
最
低
限
の
生
存
権
の
保
障
な
ど
が
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

も
、
そ
れ
は
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
森
村
は
「
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
」
に
、
理
論
的
に
は
消
極
的
自
由
の
相4

対
的
に

4

4

4

強
力
な
擁
護
を
、
国
家
観
と
し
て
は
相
対
的
に

4

4

4

4

小
さ
な
政
府
を
擁
護
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
森
村
は
、
古
典
的
自
由
主
義
と
最
低
限
の
生
存
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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リ
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「
古
典
的
自
由
主
義
者
は
、
自
由
権
に
加
え
て
最
小
限
度
の
請
求
権
と
し
て
の
生
存
権
を
基
本
権
の
中
に
含
め
る
だ
ろ
う
。（
中
略
）

リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
中
に
は
、
政
府
が
存
在
し
な
い
社
会
で
は
相
互
扶
助
や
貧
困
者
救
済
の
た
め
の
組
織
が
発
達
す
る
か
ら
、
誰
も
が
生

き
て
い
け
る
、
と
考
え
る
人
が
多
い
。
私
は
こ
の
よ
う
な
推
測
に
反
対
す
る
者
で
は
な
い
が
、
最
低
限
の
生
存
権
を
法
的
に
認
め
る
こ

と
は
必
要
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
い
く
ら
リ
バ
タ
リ
ア
ン
な
社
会
で
困
窮
者
が
事
実
上
少
な
く
な
る
に
し
て
も
、
相
互
扶
助
や

救
済
事
業
の
網
の
目
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ

）
（
（

る
」。

こ
こ
で
森
村
は
、
な
ぜ
相
互
扶
助
な
ど
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
人
も
救
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、

お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
純
粋
な
所
有
権
の
擁
護
よ
り
も
、
困
窮
者
の
救
済
の
方
が
重
要
だ
と
い
う
、
道
徳
的
直
観

に
よ
る
帰
結
主
義
的
な
考
慮
を
優
先
し
た
の
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
森
村
は
自
然
権
論
（
自
己
所
有
権
論
）
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ

も
、
そ
の
帰
結
に
つ
い
て
、
道
徳
的
直
観
に
よ
っ
て
修
正
を
加
え
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
三
節　

橋
本
祐
子
の
「
最
小
福
祉
国
家
論
」

橋
本
祐
子
は
自
ら
の
議
論
を
「
最
小
福
祉
国
家
論
」
と
名
付
け
、
そ
れ
は
「
穏
健
な
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
も
呼
ば
れ
る
古
典
的
自

由
主
義
の
考
え

）
（1
（

方
」
を
基
礎
に
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
橋
本
に
よ
れ
ば
、
最
小
福
祉
国
家
と
は
「
最
小
限
の
福
祉
へ
の
権
利
は

保
障
す
る
が
経
済
格
差
の
是
正
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
た
分
配
ま
で
は
認
め
な
い
国
家
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
々
に
最
小
限
の
生
活
を

保
障
す
る
と
い
う
こ
と
と
経
済
格
差
を
是
正
す
る
と
い
う
こ
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
あ

）
（（
（

る
」。
ま

た
、
橋
本
は
、
最
小
限
の
福
祉
へ
の
権
利
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
（social�m

in
im
um

）
を
保
障
す
る
福
祉
国
家
の
基
礎
づ
け

と
し
て
は
、
平
等
主
義
で
は
な
く
充
足
性
説
こ
そ
最
も
説
得
力
が
あ

）
（1
（

る
」
と
論
じ
る
。
そ
の
充
足
性
（
充
分
性
）
を
ど
の
よ
う
な
基
準
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に
よ
っ
て
考
慮
す
る
の
か
は
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
程
度
は
、
最
小
限
の
生
活
に
必
要
な
レ
ベ
ル
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
最
小
限
の
福
祉
へ
の
権
利
」
は
、
人
道
主
義
的
配
慮
、
功
利
主
義
的
考
慮
、「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
追
求
者
」
と
い
う
人
間
理
解
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

）
（3
（

る
。
そ
の
一
方
で
、
古
典
的
自
由
主
義
が
基
本
的
に
擁
護
す
る
、
他
人
か
ら
干
渉
さ
れ
な
い
と
い
う
消
極
的
権

利
を
侵
害

4

4

し
て
ま
で
、
積
極
的
権
利
で
あ
る
最
小
限
の
福
祉
へ
の
権
利
を
認
め
る
の
だ
か
ら
、
強
力
な
根
拠
が
必
要
に
な
り
、
そ
の
侵4

害4

の
程
度
は
最
小
限
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
論
じ
ら
れ
て
い

）
（4
（

る
。

お
そ
ら
く
、
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
様
な
議
論
を
展
開
す
る
橋
本
も
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
に
含
ま
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
は
拡
大
国
家
、
す
な
わ
ち
「
福
祉
国
家
」
を
批
判
す
る
た
め
の
議
論
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
四
節　

小
括

―
議
論
の
方
向
性
の
確
認

こ
こ
ま
で
、
雑
駁
に
で
は
あ
る
が
、
古
典
的
自
由
主
義
者
で
あ
る
、
日
本
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
た
ち
が
、
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し

て
い
る
の
か
を
見
て
き
た
。

大
方
の
理
解
通
り
、
無
政
府
資
本
主
義
か
ら
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
を
保
障
す
る
政
府
の
必
要
を
説
く
議
論
ま
で
が
「
リ
バ
タ
リ

ア
ニ
ズ
ム
」
に
含
ま
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
国
家
論
、
政
治
・
経
済
的
制
度
観
の
ま
と
ま
り
は
、
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
ア
ス
キ
ュ
ー
分
類
は
、
彼
が
言
う
所
の
現
代
自
由
主
義
・
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
国
家
の
規
模
の
問
題
と
し
て
考
え
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
論
者
に

よ
っ
て
は
、
古
典
的
自
由
主
義
こ
そ
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
主
流
な
の
で
あ
っ
て
、
ア
ス
キ
ュ
ー
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と

考
え
た
無
政
府
資
本
主
義
や
最
小
国
家
論
は
、
一
時
的
な
例
外
で
あ
る
と
さ
え
考
え
る
。
こ
の
様
な
理
解
の
存
在
は
、
我
々
に
リ
バ
タ
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リ
ア
ニ
ズ
ム
に
は
別
の
中
心
的
関
心
事
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。

ま
た
、
橋
本
の
「
最
小
福
祉
国
家
論
」
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
含
ま
れ
る
か
否
か
は
、
古
典
的
自
由
主
義
の
理
解
に
依
存
す
る
。

ア
ス
キ
ュ
ー
分
類
で
は
、
古
典
的
自
由
主
義
の
国
家
に
は
、
最
小
国
家
論
が
認
め
る
役
割
に
加
え
て
、「
貨
幣
の
供
給
や
若
干
の
福
祉

活
動
な
ど
、
い
く
つ

4

4

4

か
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
提
供

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
も
許
容
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
活
動
が
、
ど
の
程
度
行
わ
れ
る
こ
と
を
許
容

す
る
の
か
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ど
こ
か
ら
が
古
典
的
自
由
主
義
で
は
な
い

4

4

の
か
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
拡

大
国
家
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
古
典
的
自
由
主
義
も
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
の
射
程
は
（
不
当
に

も
）
劇
的
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
界
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

も
し
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
国
家
の
規
模
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
、
一
義
的
に
は
国
家
活
動
の
規
模
そ
れ
自
体

へ
の
言
及
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
（left�libertarian

ism

）
が
、「
自
己
所
有
権
」
と

い
う
同
じ
道
徳
的
原
理
を
持
ち
出
し
て
、（
右
派
）
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
全
く
異
な
る
国
家
観
、
政
治
・
経
済
的
制
度
へ
の
含
意
を

引
き
出
す
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
国
家
活
動
の
規
模
自
体
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
に
は
、
本
稿
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、

一
定
の
利
点
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
理
念
的
な
示
唆
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
稿
は

そ
れ
を
く
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
雑
駁
な
が
ら
本
稿
の
問
題
関
心
を
述
べ
た
。
本
稿
が
ま
ず
検
討
す
べ
き
は
、
ど
こ
ま
で
が
擁
護
さ
れ
る
べ
き
古
典
的
自
由
主

義
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
が
批
判
さ
れ
る
べ
き
拡
大
国
家
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
国
家
の
規
模
を
問
題
に

す
る
議
論
を
二
つ
紹
介
し
た
い
。
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第
二
章　
「
古
典
的
自
由
主
義
」
の
射
程

第
一
節　

ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ブ
レ
ナ
ン
（Jason Brennan

）
の
分
類

ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ブ
レ
ナ
ン
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
包
括
的
な
用
語
（um

brella�term

）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
主
に
3
つ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
①
古
典
的
自
由
主
義
者
（classical�liberals

）
②
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
（h

ard�lib-

ertarian
s

）
③
新
古
典
的
自
由
主
義
者
（n

eoclassical�liberals

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ブ
レ
ナ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
時
系
列
的
な

並
び
で
も
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
ブ
レ
ナ
ン
の
議
論
に
従
っ
て
説
明
す

）
（1
（

る
。

第
一
項　

ブ
レ
ナ
ン
の
時
系
列
的
分
類

①　

古
典
的
自
由
主
義
者

古
典
的
自
由
主
義
者
は
一
八
、
一
九
世
紀
ご
ろ
に
始
ま
る
、
最
初
の
「
リ
バ
タ
リ
ア
ン
」
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
の
論
者
と
し
て
、
ハ

イ
エ
ク
（F

.�A
.�H
ayek

）、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
（Jam

es�B
uch
an
an

）、
タ
ロ
ッ
ク
（G

ordon
�T
ullock

）、
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン

（M
ilton
�F
riedm

an

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
古
典
的
自
由
主
義
者
は
、
開
か
れ
た
寛
容
な
社
会
、
強
い
市
民
権
、
強
い
所
有
権
、
開
か
れ

た
市
場
経
済
を
支
持
す
る
。
古
典
的
自
由
主
義
者
は
、
何
ら
か
の
問
題
を
解
決
す
る
の
に
政
府
を
用
い
る
こ
と
に
、（
後
述
の
）
ハ
ー

ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
ほ
ど
反
対
せ
ず
、
道
路
や
国
防
な
ど
の
公
共
財
、
何
ら
か
の
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
、
公
的
な
学
校
教
育

や
教
育
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
提
供
、
市
場
経
済
の
規
制
な
ど
は
、
政
府
の
任
務
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
古
典
的
自
由
主
義
者
は
、
自
由
を
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尊
重
す
る
こ
と
が
、
良
い
帰
結
を
も
た
ら
す
傾
向
に
あ
る
か
ら
、
我
々
は
自
由
を
尊
重
す
る
べ
き
だ
、
と
考
え
る
傾
向
に
あ
る
。

②　

ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン

ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
、
古
典
的
自
由
主
義
か
ら
発
達
し
て
二
〇
世
紀
中
ご
ろ
に
生
ま
れ
た
、
古
典
的
自
由
主
義
思
想
の
よ
り

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
ア
イ
ン
・
ラ
ン
ド
（A

yn
�R
an
d

）、
ロ
ス
バ
ー
ド
（M

urray�R
oth
-

bard

）、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
が
含
ま
れ
る
。
古
典
的
自
由
主
義
者
は
所
有
権
を
重
要
だ
と
考
え
る
一
方
、
最
低
限
の
公
共
財
や
福
祉
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
提
供
の
た
め
に
課
税
が
許
さ
れ
得
る
と
考
え
た
が
、
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
課
税
は
す
べ
て
、
道
徳
的
に

は
窃
盗
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
た
。
た
と
え
ば
、
あ
な
た
に
貧
困
者
を
援
助
す
る
道
徳
的
な
義
務
が
あ
っ
て
も
、
オ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ム

に
は
あ
な
た
が
援
助
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
権
利
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
、
政
府
の
役
割

は
最
小
限
度
で
あ
る
と
考
え
、
司
法
シ
ス
テ
ム
、
国
防
、
治
安
維
持
に
限
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
さ
ら
に
ハ
ー
ド
な
、
ア
ナ
キ
ス
ト
で

あ
る
リ
バ
タ
リ
ア
ン
も
存
在
す
る
。
彼
ら
は
、
も
し
、
市
場
で
の
私
的
な
独
占
が
悪
だ
と
し
て
も
、
強
制
的
な
権
威
の
使
用
の
政
治
的

独
占
の
方
が
よ
り
悪
い
、
と
考
え
て
い
る
。

ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
、
彼
ら
の
信
念
を
、
良
い
帰
結
を
生
み
出
す
こ
と
よ
り
も
、
人
々
の
権
利
に
基
礎
づ
け
る
傾
向
に
あ
る
。

尤
も
、
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
な
社
会
が
、
他
の
い
か
な
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
よ
り
も
良
い
帰
結
を
生
み
出
す

と
考
え
て
い
る
。
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
言
わ
れ
て
、
一
番
に
思
い
つ
く
の
は
、
こ
の
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
幅
広
い
リ
バ
タ
リ
ア
ン
思
想
の
本
流
（m

ain
lin
e

）
を
表
現
し
て
お
ら
ず
、
い
く
つ
か

の
点
で
、
古
典
的
自
由
主
義
思
想
の
中
で
逸
脱
（aberration

）
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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③　

新
古
典
的
自
由
主
義
者

新
古
典
的
自
由
主
義
は
、
こ
の
三
〇
年
ほ
ど
で
登
場
し
た
新
し
い
形
の
古
典
的
自
由
主
義
で
あ
る
。
彼
ら
の
う
ち
の
幾
人
か
は
、
自

身
を
新
古
典
的
自
由
主
義
者
（n

eoclassical�liberals

）
やbleedin

g
�h
eart�libertaria

）
（1
（

n

と
呼
ぶ
。
新
古
典
的
自
由
主
義
は
古
典
的
自

由
主
義
と
多
く
の
関
心
を
共
有
す
る
が
、
社
会
正
義
（social�justice

）
に
明
確
で
根
本
的
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
点
で
異
な
る
。
正

し
い
社
会
構
造
は
、
社
会
の
中
で
最
も
不
利
で
傷
付
き
や
す
い
人
々
を
含
め
た
、
全
て
の
人
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
十
分
に
働
く
は
ず

で
あ
る
。
新
古
典
的
自
由
主
義
者
は
、
他
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
た
ち
と
同
じ
く
、
人
は
人
格
の
尊
重
と
し
て
所
有
権
を
持
つ
と
考
え
る
が
、

も
し
、
私
的
所
有
権
が
体
系
的
に
多
く
の
人
々
を
彼
ら
自
身
の
責
任
に
よ
ら
ず
に
貧
窮
さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
体
制
は
正

統
で
な
い
（illeg

itim
ate

）
と
も
考
え
る
。

社
会
正
義
の
観
念
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や
左
派
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
社
会
民
主
主
義
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
が
、
新
古
典
的
自
由
主
義
者

は
、
開
か
れ
た
自
由
市
場
、
強
い
所
有
権
、
経
済
的
自
由
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
、
社
会
正
義
へ
の
関
心
は
、
両
立
す
る
だ
け
で
な

く
、
後
者
は
前
者
を
要
求
す
る
と
考
え
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
社
会
正
義
を
現
実
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
我
々
は
開
か
れ
た
市
場
や
強

力
な
経
済
的
権
利
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
、
社
会
民
主
主
義
は
、
我
々
は
高
度
に
管
理
・
規
制
さ
れ
た
市
場
と
弱
い
経
済
的

権
利
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
し
か
し
、
新
古
典
的
自
由
主
義
は
、
も
し
、
我
々
が
貧
困
に
関
心
を
持
ち
、
社
会
正
義

を
実
現
さ
せ
た
い
な
ら
ば
、
我
々
は
開
か
れ
た
市
場
と
強
力
な
経
済
的
権
利
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
。

こ
れ
ら
3
つ
の
議
論
は
、
社
会
正
義
に
対
す
る
態
度
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
こ
れ
を
拒

否
し
、
新
古
典
的
自
由
主
義
は
肯
定
す
る
。
時
系
列
的
な
問
題
も
あ
っ
て
、
古
典
的
自
由
主
義
は
こ
の
点
に
つ
い
て
不
明
確
で
あ
る
。

し
か
し
、
多
く
の
古
典
的
自
由
主
義
者
が
貧
困
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
古
典
的
自
由
主
義
者
が
古
典
的
自
由
主

義
の
制
度
を
支
持
し
て
い
る
理
由
の
大
部
分
は
、
そ
の
制
度
が
貧
困
者
を
助
け
る
と
彼
ら
が
信
じ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
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リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

第
二
項　

ブ
レ
ナ
ン
分
類
と
「
古
典
的
自
由
主
義
」

ブ
レ
ナ
ン
は
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
、
古
典
的
自
由
主
義
の
「
変
遷
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
眺
め
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

そ
の
一
連
の
古
典
的
自
由
主
義
の
流
れ
を
、
社
会
正
義
（
分
配
的
正
義
）
に
関
心
を
持
つ
か
否
か
で
分
け
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て

は
、
意
見
が
分
か
れ
る
に
違
い
な

）
（1
（

い
。

し
か
し
、
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
こ
そ
「
逸
脱
」
だ
、
と
い
う
ブ
レ
ナ
ン
の
議
論
は
、
日
本
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
に
も
一
定
の
説
得

力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
ス
キ
ュ
ー
が
無
政
府
資
本
主
義
と
最
小
国
家
論
だ
け
を
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

だ
と
し
て
、
古
典
的
自
由
主
義
は
現
代
自
由
主
義
で
は
あ
る
が
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
と
考
え
た
こ
と
の
裏
返
し
と
し
て
、

ブ
レ
ナ
ン
の
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
逸
脱
論
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ス
キ
ュ
ー
の
見
立
て
通
り
、
確
か
に
、

そ
れ
ら
は
別
の
も
の
と
し
て
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
ブ
レ
ナ
ン
分
類
か
ら
、
日
本
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
が
持
つ
、
広
義
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
理
解
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
が
得
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
。
ブ
レ
ナ
ン
は
、（
新
）
古
典
的
自
由
主
義
と
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
社
会
正
義
へ
の
関
心
の
有
無
を
基
準

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
帰
結
へ
の
態
度
・
関
心
の
示
し
方
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ブ
レ
ナ
ン
の

議
論
の
通
り
、
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
も
自
ら
の
擁
護
す
る
体
制
が
別
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
よ
り
、
良
い
も
の
に
な
る
と
主
張
し
て

い
る
が
、
こ
れ
も
ブ
レ
ナ
ン
の
議
論
の
通
り
、
ハ
ー
ド
・
リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
帰
結
の
良
さ
よ
り
も
、
人
々
が
持
っ
て
い
る
権
利
の
方
に

関
心
を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
一
方
で
、（
新
）
古
典
的
自
由
主
義
者
は
貧
困
を
は
じ
め
と
し
た
、
制
度
が
も
た
ら
す
帰
結
の
悪

さ
に
関
心
を
払
っ
て
お
り
、
悪
い
帰
結
を
も
た
ら
す
制
度
は
不
正
で
あ
る
と
考
え
、
何
ら
か
の
方
法
で
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
る
。
両
者
の
帰
結
に
対
す
る
態
度
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
後
者
の
帰
結
は
、
福
利
の
問
題
を
多
分
に
含
み
、
そ
の
分
配
状
況

（
の
修
正
）
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
一
方
、
前
者
の
帰
結
の
関
心
事
は
、
福
利
へ
の
関
心
も
含
む
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
分
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配
状
況
（
の
修
正
）
に
は
な
い
。
後
者
の
態
度
は
、
既
述
の
森
村
や
橋
本
が
、
帰
結
（
功
利
）
主
義
的
考
慮
と
呼
ん
だ
も
の
に
他
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
、
帰
結
主
義
的
議
論
は
、
よ
り
大
き
な
政
府
、
つ
ま
り
、
古
典
的
自

由
主
義
へ
と
繋
が
り
や
す
い
傾
向
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
傾
向
」
以
上
の
確
信
は

な
い
が
、
次
節
で
も
こ
の
視
点
は
重
要
に
な
る
。

第
二
節　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ナ
サ
ン
ソ
ン
（Stephen N

athanson

）
の
分
類

ナ
サ
ン
ソ
ン
は
リ
バ
タ
リ
ア
ン
で
は
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
的
分
極
化
（political�polarization

）
の
問
題
を
素
材
に
、

こ
れ
に
対
す
る
処
方
箋
と
し
て
、
様
々
な
政
治
・
経
済
的
シ
ス
テ
ム
の
ス
ペ
ク
ト
ル
的
な
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
主
な
関
心
は
、

現
代
の
ア
メ
リ
カ
の
政
治
状
況
に
あ
る
が
、
し
か
し
、
ア
ス
キ
ュ
ー
分
類
に
つ
い
て
考
え
た
際
に
生
じ
た
、
ど
こ
か
ら
が
古
典
的
自
由

主
義
で
な
い

4

4

の
か
を
考
え
る
上
で
は
、
有
用
な
分
類
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ナ
サ
ン
ソ
ン
の
分
類
を
紹
介
す

）
（1
（

る
。

第
一
項　

政
治
的
分
極
化
を
避
け
る
た
め
の
、
ス
ペ
ク
ト
ル
的
分
類

政
治
に
お
い
て
、
不
一
致
は
常
に
存
在
す
る
が
、
全
て
の
不
一
致
が
分
極
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
分
極
化
は
、
大
き
な
一
団
と
な

っ
た
人
々
が
、
正
反
対
と
で
も
言
え
る
ほ
ど
、
一
貫
し
て
異
な
っ
た
考
え
を
持
つ
時
に
起
こ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
が
甚
だ
し
く
な
っ

た
と
き
、
思
慮
深
さ
（civility

）
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
極
度
の
分
極
化
の
危
険
性
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
考
え
の
極

端
さ
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
概
念
化
（con

ceptualization
）
の
問
題
は
重
要
で
あ
り
、
よ
り
良
い
概
念
化
は
政

治
的
分
極
化
の
脅
威
を
和
ら
げ
る
は
ず
で
あ
る
。
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リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

二
〇
〇
九
年
、
オ
バ
マ
大
統
領
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
始
ま
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
危
機
を
救
う
た
め
に
、
企
業
を
援
助
す
る
政

策
を
打
ち
出
し
た
が
、
こ
の
政
府
に
よ
る
経
済
へ
の
介
入
は
、
そ
の
（
極
端
な
）
批
判
者
に
よ
っ
て
社
会
主
義
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま

た
、
オ
バ
マ
の
真
の
狙
い
は
ア
メ
リ
カ
の
自
由
市
場
・
資
本
主
義
経
済
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
あ
る
と
さ
え
言
わ
れ
た
。
二
〇
〇
八
年
の

大
統
領
選
挙
で
は
、
オ
バ
マ
と
マ
ル
ク
ス
が
肩
を
組
む
、
左
の
よ
う
な
画
像
ま
で
出
回
っ
て
い
た
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
批
判
が
ま
か
り
通
る
の
か
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
府
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て
、「
資
本
主
義
」
と

「
社
会
主
義
」
と
い
う
二
元
的
な
概
念
的
ス
キ
ー
ム
が
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
多

く
の
問
題
が
、
ア
メ
リ
カ
は
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
ど
ち
ら
で
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
対
立
だ
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
共
和
党

の
予
備
選
挙
に
お
い
て
ミ
シ
ェ
ル
・
バ
ッ
ク
マ
ン
が
、「
社
会
化
さ
れ
た
医
療
」
を
擁
護
す
る
ロ
ム
ニ
ー
と
オ
バ
マ
を
「
つ
つ
ま
し
や

か
な
（frug

al

）
社
会
主
義
者
」
と
「
抑
制
の
き
か
な
い
（out-of-con

trol

）
社
会
主
義
者
」
と
批
判
し
た
の
は
、
象
徴
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
が
し
っ
か
り
と
定
義
さ
れ
ず
に
用
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
様
々
な

意
見
や
提
案
が
こ
の
シ
ン
プ
ル
で
曖
昧
な
二
分
法
に
投
げ
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
ま
ず
、
こ
の
両
者
の
定
義
か

ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
1
は
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
所
有
形
態
、
生
産
と
分
配
の
シ
ス
テ
ム
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
割
り
当

表
2　

資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
定
義

資
本
主
義

社
会
主
義

所
有
形
態

私
的
所
有

公
的
所
有

生
産
・
分
配
シ
ス
テ
ム

市
場
シ
ス
テ
ム

私
的
生
産
・
売
買

計
画
経
済

生
産
・
分
配
の
公
的
管
理

割
り
当
て
ル
ー
ル

支
払
い
能
力
に
応
じ
て

＋
贈
与

必
要
に
応
じ
て

ま
た
は
、
平
等
な
共
有
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て
原
理
（
ル
ー
ル
）
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
様
な
理
解
に
お
い
て
、
資
本
主
義
で
は
、

政
府
は
最
小
限
の
経
済
的
役
割
し
か
果
た
さ
な

い
が
、
社
会
主
義
で
は
、
政
府
が
経
済
を
動
か

す
。
も
し
、
こ
れ
ら
1
つ
だ
け
が
選
択
肢
な
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
重
要
性
と
、
そ
の
間
の

差
異
の
極
端
さ
は
、
い
ず
れ
か
（
つ
を
選
択
す

る
合
意
か
、
劇
的
な
意
見
の
分
極
化
を
生
み
出

す
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
社
会
主

義
の
強
力
な
擁
護
は
殆
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
分
極
化
が
起
き
て
い
る
。
そ
れ
は
標
準
的
な
概
念
で
あ
る

「
福
祉
国
家
」
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
純
粋
な
資
本
主
義
で
も
社
会
主
義
で
も
な
く
、
福
祉
国
家
だ
が
、

そ
れ
は
別
個
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
何
な
の
か
、
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
福
祉

国
家
的
な
制
度
は
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
に
発
達
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
政
治
・
経
済
的
シ
ス
テ
ム
は
変
化
し
た
が
、
資
本
主
義
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
維
持
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
々
に
新
し
い
形
態
の
「
資
本
主
義
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
た
め
、
福
祉
国
家
の
明
確

な
理
解
と
そ
れ
を
支
持
す
る
理
由
は
欠
け
て
し
ま
っ
た
。
福
祉
国
家
は
表
3
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

純
粋
な
資
本
主
義
と
社
会
主
義
が
、
そ
れ
ぞ
れ
市
場
と
政
府
だ
け
を
支
持
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
福
祉
国
家
は
、
基
本
的
に
市
場

シ
ス
テ
ム
を
擁
護
し
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
分
配
に
つ
い
て
は
、
市
場
で
は
な
く
政
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と

考
え
る
。
こ
の
福
祉
国
家
の
存
在
は
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
極
端
な
二
者
択
一
を
避
け
る
こ
と
に
資
す
る
。
福
祉
国
家
の
目
標
は
、

表
3　

資
本
主
義
・
福
祉
国
家
・
社
会
主
義
の
定
義

資
本
主
義

福
祉
国
家

社
会
主
義

所
有
形
態

私
的
所
有

主
に
私
的
所
有

公
的
所
有

生
産
・
分
配

シ
ス
テ
ム

市
場
シ
ス
テ
ム

私
的
生
産
・
売
買

主
に
市
場
シ
ス
テ
ム

＋
政
府
に
よ
る
い
く
つ
か

の
資
源
の
生
産
と
分
配

計
画
経
済

生
産
・
分
配
の

公
的
管
理

割
り
当
て
ル

ー
ル

支
払
い
能
力
に
応
じ
て

＋
贈
与

支
払
い
能
力
に
応
じ
て

＋
贈
与

＋
法
的
に
保
証
さ
れ
た
、

い
く
つ
か
の
資
源
へ
の
ア

ク
セ
ス

必
要
に
応
じ
て

ま
た
は
、
平
等

な
共
有
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リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

人
々
に
最
も
重
要
な
財
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
利
を
増
進
す
る

こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
福
祉
国
家
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
市
場
か
政
府
か
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
ど
の
財
を
市
場
に
よ
っ
て
、
ど
の
財
を
政
府

に
よ
っ
て
分
配
す
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
擁
護
者
は
、
福
祉

国
家
は
社
会
主
義
の
別
名
以
外
の
何
物
で
も
な
い
、
と
批
判
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
多

く
の
「
資
本
主
義
者
」
は
政
府
の
治
安
維
持
活
動
や
初
等
教
育
の
保
障
（ex.

教
育
バ
ウ

チ
ャ
ー
な
ど
）
を
当
た
り
前
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
我
々
は
そ
の
よ

う
な
「
資
本
主
義
者
」
を
、
社
会
主
義
者
だ
と
は
考
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
福
祉
国
家
は
、

資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
各
シ
ス
テ
ム
の
良
い
所
を
取
り
、
悪
い
所

を
排
除
し
た
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
福
祉
国
家
が
最
終
的

に
は
拒
否
さ
れ
る
選
択
肢
に
な
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
選
択
可
能
な
シ
ス
テ
ム
だ
と

認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
3
つ
の
概
念
化
で
あ
っ
て
も
、
ま
だ
大
ま
か
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
資

本
主
義
、
福
祉
国
家
、
社
会
主
義
は
そ
れ
ぞ
れ
、
重
要
な
意
味
で
異
な
っ
た
サ
ブ
・
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
サ
ブ
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
我
々
に
よ
り
多
く
の

細
や
か
な
選
択
肢
の
認
識
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
表
4
は
、
市
場
と
政
府
の
役
割
の
程

度
を
指
標
に
し
た
シ
ス
テ
ム
の
ス
ペ
ク
ト
ル
的
分
類
で
あ
り
、
そ
れ
ら
各
々
に
は
名
前
が

与
え
ら
れ
て
い
る
。

表 4　システムのスペクトル的分類

市場 （11％・政府 1％ 無政府資本主義

最小国家資本主義

審判国家資本主義

実践的資本主義

危機救済福祉国家

機会福祉国家

ディーセント・レベル福祉国家

市場社会主義

市場 1％・政府 （11％ 国家社会主義
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以
下
で
は
、
こ
の
分
類
の
う
ち
、
4
つ
の
資
本
主
義
と
3
つ
の
福
祉
国
家
に
つ
い
て
論
じ
る
。

第
二
項　

4
つ
の
資
本
主
義

本
項
で
は
、
前
項
で
分
類
し
た
4
つ
の
資
本
主
義
に
つ
い
て
、
主
に
政
府
の
役
割
に
注
目
し
て
、
説
明
し
て
い
く
。
表
1
は
そ
の
特

徴
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
5　

4
つ
の
資
本
主
義

市
場
と
政
府
の
役
割

誰
が
何
を
得
る
か
に
つ
い
て
の
割
り
当
て
基
準

無
政
府

資
本
主
義

純
粋
な
市
場

政
府
無
し

政
府
サ
ー
ビ
ス
無
し

各
々
の
支
払
い
能
力
に
応
じ
て

＋
贈
与

保
障
さ
れ
た
資
源
無
し

最
小
国
家

資
本
主
義

市
場
シ
ス
テ
ム

＋
政
府
に
よ
る
、
強
制
と
詐
欺
か
ら
の
保
護

各
々
の
支
払
い
能
力
に
応
じ
て

＋
贈
与

＋
警
察
・
軍
隊
に
よ
る
防
衛
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
保
障

審
判
国
家

資
本
主
義

市
場
シ
ス
テ
ム

＋
政
府
に
よ
る
、
強
制
と
詐
欺
か
ら
の
保
護

＋
政
府
に
よ
る
経
済
的
ル
ー
ル
の
作
成
・
審
判
・
所
有
権
の
決

定
・
紛
争
の
裁
定
・
市
場
ル
ー
ル
の
執
行

各
々
の
支
払
い
能
力
に
応
じ
て

＋
贈
与

＋
警
察
・
軍
隊
に
よ
る
防
衛
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
保
障

＋
市
場
ル
ー
ル
の
作
成
・
裁
定
・
所
有
権
の
執
行

実
践
的

資
本
主
義

市
場
シ
ス
テ
ム

＋
政
府
に
よ
る
、
強
制
と
詐
欺
か
ら
の
保
護

＋
政
府
に
よ
る
経
済
的
ル
ー
ル
の
作
成
・
審
判
・
所
有
権
の
決

定
・
紛
争
の
裁
定
・
市
場
ル
ー
ル
の
執
行

＋
他
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
社
会
的
利
益
の
提
供

各
々
の
支
払
い
能
力
に
応
じ
て

＋
贈
与

＋
警
察
・
軍
隊
に
よ
る
防
衛
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
保
障

＋
市
場
ル
ー
ル
の
作
成
・
裁
定
・
所
有
権
の
執
行

＋
社
会
的
に
有
用
な
利
益
へ
の
限
定
的
な
ア
ク
セ
ス
（
教
育
・

公
園
・
い
く
つ
か
の
負
の
外
部
性
か
ら
の
保
護
な
ど
）
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一

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

・
無
政
府
資
本
主
義
（an

arch
o-capitalism

）

政
府
の
役
割
は
な
い
。
無
政
府
資
本
主
義
者
は
、
市
場
に
由
来
す
る
自
由
・
権
利
・
個
人
主
義
・
私
的
所
有
・
市
場
シ
ス
テ
ム
へ
の

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
持
っ
て
お
り
、
政
府
が
市
場
に
関
与
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。

・
最
小
国
家
資
本
主
義
（m

in
im
al�state�capitalism

）

最
小
国
家
資
本
主
義
の
擁
護
者
は
様
々
な
理
由
で
無
政
府
資
本
主
義
を
拒
否
す
る
が
、
そ
の
主
な
理
由
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
自
然
状

態
を
想
定
し
て
、
無
政
府
状
態
の
無
秩
序
へ
の
移
行
を
危
惧
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
最
小
国
家
資
本
主
義
者
は
、
政
府

の
防
衛
的
な
役
割
（
だ
け
）
を
正
統
な
役
割
で
あ
る
と
認
め
、「
夜
警
国
家
」
を
擁
護
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
分
だ
け
の
強
制
的
な
課

税
を
要
求
す
る
。
そ
れ
以
上
の
役
割
は
政
府
に
は
与
え
ら
れ
ず
、
市
場
取
引
や
贈
与
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
ニ
ー
ズ
を
自
ら
で
満
た
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
審
判
国
家
資
本
主
義
（um
pire�state�capitalism

）

審
判
国
家
資
本
主
義
の
擁
護
者
は
、
防
衛
だ
け
を
政
府
の
役
割
だ
と
す
る
、
最
小
国
家
資
本
主
義
を
批
判
す
る
。
審
判
国
家
資
本
主

義
者
は
、
市
場
が
全
て
の
問
題
を
解
決
す
る
と
は
考
え
ず
、
市
場
が
も
た
ら
す
問
題
、
主
に
独
占
を
政
府
に
よ
っ
て
解
決
す
る
べ
き
だ

と
考
え
て
い
る
。
彼
ら
は
、
あ
る
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
に
つ
い
て
独
占
が
生
じ
る
と
、
競
争
が
な
く
な
り
、
市
場
シ
ス
テ
ム
の
利
点

を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
府
が
市
場
で
の
独
占
を
予
防
・
破
壊
す
る
必
要
が
あ
り
、
政
府
に
防
衛

以
上
の
役
割
を
委
ね
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
に
、
何
が
強
制
や
契
約
違
反
な
の
か
、
ま
た
、
所
有
権
の
確
定
に
つ
い
て
決
定
す

る
、
立
法
や
司
法
が
必
要
で
あ
る
。
審
判
国
家
資
本
主
義
は
、
市
場
シ
ス
テ
ム
を
、
す
べ
て
自
己
制
御
な
の
で
は
な
い
、
複
雑
な
シ
ス
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テ
ム
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
が
十
全
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
政
府
に
は
最
小
国
家
以
上
の
役
割
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

・
実
践
的
資
本
主
義
（prag

m
atic�capitalism

）

実
践
的
資
本
主
義
の
擁
護
者
は
、
他
の
資
本
主
義
者
と
重
要
な
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
一
方
、
他
の
資
本
主
義
者
ほ
ど
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
に
厳
格
な
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
立
場
の
代
表
者
は
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
ル
ー
ル
の
作

成
や
執
行
な
ど
、
審
判
国
家
資
本
主
義
的
な
主
張
を
す
る
一
方
、
功
利
主
義
や
実
践
的
な
理
由
に
訴
え
て
、
よ
り
広
範
囲
の
政
府
の
役

割
を
擁
護
し
た
。
彼
は
自
然
権
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
厳
格
な
原
理
に
訴
え
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
価
値
あ
る
サ
ー
ビ
ス
だ
が
、
私
的

な
支
払
で
は
実
現
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
政
府
の
役
割
を
拡
大
す
る
。
た
と
え
ば
、
教
育
バ
ウ
チ
ャ
ー
を
含
む
初
等
教
育
の
保
障
、

道
路
の
建
設
、
汚
染
な
ど
の
負
の
外
部
性
へ
の
介
入
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
実
践
的
資
本
主
義
者
は
、
政
府
よ
り
も
市
場
を
強
力
に
擁

護
し
、
政
府
の
役
割
と
規
模
を
最
小
化
す
る
道
を
探
る
が
、
重
要
な
財
や
サ
ー
ビ
ス
が
市
場
に
よ
っ
て
有
効
に
提
供
さ
れ
な
い
場
合
、

政
府
の
役
割
を
広
く
認
め
る
用
意
が
あ
る
。

第
三
項　

3
つ
の
福
祉
国
家

本
項
で
は
、
前
項
の
資
本
主
義
の
分
類
に
続
い
て
、
福
祉
国
家
の
分
類
を
紹
介
す
る
。
福
祉
国
家
の
擁
護
者
に
は
、
資
本
主
義
者
が

政
府
に
持
つ
よ
う
な
反
感
や
、
社
会
主
義
者
が
市
場
に
持
つ
よ
う
な
反
感
が
な
い
。
彼
ら
は
プ
ロ
セ
ス
よ
り
も
人
間
の
福
祉
（w

el-

fare

）
に
つ
い
て
の
結
果
を
重
視
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
府
が
何
ら
か
の
財
を
供
給
す
る
こ
と
が
、
最
も
よ
く
福
祉
を
増
進
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
政
府
の
役
割
に
反
対
す
る
理
由
は
な
く
、
一
方
、
市
場
が
増
進
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
反
対
す
る
理
由
も
な
い
。

福
祉
国
家
の
分
類
は
、
ど
の
よ
う
な
資
源
が
人
々
に
保
証
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
理
論
的
根
拠
が
あ
る
の
か
に
依
存
す
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三

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

る
。
表
1
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
福
祉
国
家
を
3
つ
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
危
機
救
済
福
祉
国
家
（em

erg
en
cy�relief�w

elfare�state

）

危
機
救
済
福
祉
国
家
の
擁
護
者
は
、
平
時
に
お
い
て
は
資
本
主
義
者
の
見
解
に
同
意
し
、
人
々
は
市
場
を
通
じ
て
ニ
ー
ズ
を
満
た
す

べ
き
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
、
命
が
脅
か
さ
れ
る
よ
う
な
危
機
的
状
況
に
お
い
て
は
、
国
家
が
人
々
を
援
助
す
る
た
め
に
介
入
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
危
機
救
済
福
祉
国
家
は
、
独
立
独
行
（self-relian

ce

）
と
思
い
や
り
（com

passion

）
の
両
方
に

コ
ミ
ッ
ト
し
て
お
り
、
思
い
や
り
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
形
で
危
機
救
済
と
し
て
反
映
さ
れ
る
が
、
危
機
が
去
れ
ば
、
そ
の
人
は
ま
た
独

立
独
行
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
危
機
救
済
福
祉
国
家
は
、
無
政
府
資
本
主
義
・
最
小
国
家
資
本
主
義
・
審
判

国
家
資
本
主
義
が
提
供
す
る
だ
ろ
う
物
よ
り
も
多
く
の
も
の
（ex.

食
糧
、
住
居
、
医
療
）
を
提
供
す
る
が
、
実
践
的
資
本
主
義
と
危

機
救
済
福
祉
国
家
の
ど
ち
ら
が
、
危
機
に
際
し
て
、
よ
り
多
く
の
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

表
6　

3
つ
の
福
祉
国
家

危
機
救
済
福
祉
国
家

機
会
福
祉
国
家

デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
レ
ベ
ル

福
祉
国
家

市
場
シ
ス
テ
ム

＋
政
府
に
よ
る
、
強
制
と
詐
欺
か
ら
の
保
護

＋
他
の
生
命
を
脅
か
す
様
な
危
機
状
態
か
ら

の
保
護

市
場
シ
ス
テ
ム

＋
政
府
に
よ
る
、
強
制
と
詐
欺
か
ら
の
保
護

＋
他
の
生
命
を
脅
か
す
様
な
危
機
状
態
か
ら

の
保
護

＋
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
保
障

＋
他
の
機
会
を
生
み
出
す
様
な
資
源
へ
の
ア

ク
セ
ス
の
保
障

市
場
シ
ス
テ
ム

＋
政
府
に
よ
る
、
強
制
と
詐
欺
か
ら
の
保
護

＋
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
レ
ベ
ル
の
福
利
に
必
要

な
資
源
の
提
供
の
保
障
（ex. 

貧
困
の
撲
滅

に
充
分
な
程
度
）
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・
機
会
福
祉
国
家
（opportun

ity�w
elfare�state

）

機
会
福
祉
国
家
の
擁
護
者
も
独
立
独
行
に
価
値
を
置
く
が
、
往
々
に
し
て
危
機
は
長
期
的
な
逆
境
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
。
そ
れ
は
人
々
が
大
き
く
異
な
っ
た
状
況
か
ら
人
生
を
始
め
る
こ
と
に
由
来
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
々
の
競
争
を

有
利
／
不
利
に
す
る
、
受
け
る
に
値
し
な
い
（
デ
ィ
ス
）
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
機
会
福
祉
国
家
の
擁
護
者

は
、
危
機
救
済
を
支
持
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
介
入
で
は
小
さ
す
ぎ
、
か
つ
、
遅
す
ぎ
る
と
考
え
る
。
彼
ら
は
、
全
て
の
人
が
、
競
争

的
な
市
場
経
済
に
お
い
て
成
功
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
る
た
め
、
教
育
や
そ
の
他
の
機
会
を
生
み
出
す
様
な
資
源
を
提
供
さ
れ
る
べ
き
だ

と
考
え
る
。
そ
し
て
、
政
府
は
チ
ャ
ン
ス
さ
え
提
供
す
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
政
府
が
提
供
す
る
責
任

の
あ
る
資
源
は
、
成
功
す
る
チ
ャ
ン
ス
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
成
功
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
様
な
「
真
の
機
会

（g
en
uin
e�opportun

ity

）」
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
と
、
形
式
的
な
公
的
教
育
の
提
供
に
と
ど
ま
ら
ず
、
十
分
な
栄
養
や
健
康
の
管
理
、
生

ま
れ
や
成
長
の
環
境
が
若
年
者
に
与
え
る
影
響
へ
の
配
慮
な
ど
、
様
々
な
実
質
的
な
介
入
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
機
会
福
祉
国
家
の
擁
護
者
は
、
政
府
が
様
々
な
種
類
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。・

デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
レ
ベ
ル
福
祉
国
家
（decen

t�level�w
elfare�state

）

デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
レ
ベ
ル
福
祉
国
家
の
擁
護
者
は
、
危
機
救
済
福
祉
国
家
や
機
会
福
祉
国
家
で
は
、
広
範
囲
に
及
ぶ
貧
困
が
続
く
こ

と
に
な
る
と
い
う
理
由

）
（9
（

で
、
両
者
を
拒
否
す
る
。
彼
ら
は
労
働
と
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
な
人
生
に
必
要
な
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
切
り
離
し
、

市
場
競
争
で
成
功
す
る
か
否
か
に
係
わ
ら
ず
、
全
て
の
人
に
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
レ
ベ
ル
の
福
利
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
貧
困
と

は
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
レ
ベ
ル
の
福
利
を
獲
得
す
る
の
に
必
要
な
経
済
的
資
源
が
な
い
状
況
を
指
す
の
で
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
な
人
生
の
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リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

た
め
の
資
源
を
保
障
す
る
と
い
う
目
標
は
、
貧
困
を
撲
滅
す
る
と
い
う
目
標
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
「
気
前
の
良
い
」
資
源
の
保
障
は
、

福
祉
国
家
と
い
う
名
前
な
が
ら
、
社
会
主
義
を
思
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
レ
ベ
ル
福
祉

国
家
は
、
人
々
に
最
低
限
の
資
源
を
提
供
す
る
が
、
社
会
主
義
と
異
な
り
、
不
平
等
を
許
容
し
、
収
入
や
財
産
の
上
限
を
課
さ
ず
、
殆

ど
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
分
配
を
市
場
に
委
ね
る
。

第
四
項　

ナ
サ
ン
ソ
ン
分
類
と
「
古
典
的
自
由
主
義
」

前
節
の
ブ
レ
ナ
ン
分
類
の
検
討
で
も
述
べ
た
が
、
ナ
サ
ン
ソ
ン
分
類
で
も
、
政
府
の
役
割
・
規
模
が
大
き
く
な
る
に
連
れ
、
帰
結
主

義
的
考
慮
が
強
く
働
く
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
ナ
サ
ン
ソ
ン
も
、
福
祉
国
家
は
プ
ロ
セ
ス
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
厳
格
さ
よ
り
も
、
結
果

的
な
福
祉
を
重
視
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
無
政
府
資
本
主
義
を
始
点
と
す
る
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
な
視
線
で
こ
の
分
類
を
辿
る
と
き
、
消

極
的
な
権
利
観
・
福
利
的
な
帰
結
の
軽
視
・
市
場
の
絶
対
視
か
ら
、
積
極
的
な
権
利
観
・
福
利
的
な
帰
結
の
重
視
・
市
場
の
相
対
視
へ

の
変
化
を
追
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
尤
も
、
実
践
的
資
本
主
義
や
機
会
福
祉
国
家
が
、
こ
の
通
り
の
並
び
に
必
ず
落
ち
着
く
の

か
、
と
い
う
こ
と
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

ま
た
、
ナ
サ
ン
ソ
ン
分
類
は
、
ア
ス
キ
ュ
ー
分
類
の
国
家
観
の
指
標
と
類
似
し
た
並
び
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
の
関
心
は
、
ア
ス
キ

ュ
ー
分
類
の
古
典
的
自
由
主
義
に
該
当
す
る
部
分
が
ど
こ
ま
で
な
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
公
共
財
や
最
低
限
の
福
祉
の
供
給
は
、

審
判
国
家
資
本
主
義
か
ら
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
レ
ベ
ル
福
祉
国
家
ま
で
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
「
あ
る
程
度

の
」
提
供
が
、
い
つ
か
ら
「
度
を
越
え
た
」
と
評
価
さ
れ
る
か
で
あ
る
。

た
と
え
ば
橋
本
の
（
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
る
）
最
小
福
祉
国
家
論
は
、
こ
の
分
類
で
は
ど
こ
に
当
た
る
だ
ろ
う
か
。
橋
本
の
最

小
限
の
福
祉
へ
の
権
利
を
正
当
化
す
る
議
論
は
、
人
道
主
義
的
配
慮
、
功
利
主
義
的
考
慮
、「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
追
求
者
」
と
い
う
人
間



六
〇
六

理
解
に
依
拠
し
て
い
た
。
そ
の
論
理
に
お
い
て
、
人
道
主
義
的
配
慮
と
功
利
主
義
的
考
慮
は
、
ま
さ
に
福
利
に
つ
い
て
の
帰
結
主
義
的

考
慮
で
あ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
追
求
者
モ
デ
ル
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
追
求
を
可
能
に
す
る
、
前
提
条
件
の
整
備
と
い
う
形
で
、
福
利
的

な
配
慮
を
要
求
す
る
。
ま
た
、
橋
本
は
「
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
絶
対
的
な
貧
困
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
所
得
格
差
の
是
正
そ
れ
自
体

は
道
徳
的
に
は
重
要
で
は
な

）
11
（

い
」
と
い
う
充
分
性
説
的
見
解
に
与
し
て
お
り
、
問
題
は
、
平
等
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
見
解
は
、
お
そ
ら
く
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
レ
ベ
ル
福
祉
国
家
論
に
最
も
近
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
ア
ス
キ
ュ
ー
分
類
に
お
け
る
古

典
的
自
由
主
義
は
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
レ
ベ
ル
福
祉
国
家
ま
で
を
含
む
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
広
く
福
祉
国
家
論
で
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
リ
バ

タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
充
分
性
説
的
福
祉
国
家
論
で
あ
り
得
る
。
こ
れ
は
「
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
と
し
て
問
題
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
は
、
肥
大
化
し
た
現
代
国
家
、
と
り
わ
け
福
祉
国
家
を
批
判
し
て
来
た
の
で
は
な
か
っ
た
の

か
。

第
三
章　

若
干
の
検
討

―
平
等
・
充
分
性
・
自
由

仮
に
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
充
分
性
説
的
福
祉
国
家
論
で
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
ナ
サ
ン
ソ
ン
分
類
に
よ
れ
ば
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ

ズ
ム
以
外
は
全
て
何
ら
か
の
社
会
主
義
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
自
ら
の
立
場
以
外
は
社
会
主
義
だ
、
と

主
張
す
る
議
論
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
ナ
サ
ン
ソ
ン
分
類
は
絶
対
で
は
な
い
が
、
あ
ま
り
に
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
幅
を
利
か

せ
す
ぎ
で
は
な
い
か
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
が
論
敵
と
し
て
き
た
福
祉
国
家
リ
ベ
ラ
ル
と
は
、
社
会
主
義
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

前
章
で
は
、
ア
ス
キ
ュ
ー
分
類
と
比
較
し
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ブ
レ
ナ
ン
分
類
と
ナ
サ
ン



六
〇
七

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

ソ
ン
分
類
を
紹
介
し
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
（
直
感
的
に
だ
が
）
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
不
当
に
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
大
屋
雄
裕
が
自
身
の
ブ
ロ
グ
の
表
題
に
し
た
、
象
徴
的
標
語
「
ぼ
く
も
わ
た
し
も
リ
バ
タ
リ
ア

）
1（
（

ン
」
の
状
況
を
作

り
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
構
わ
な
い
、
と
答
え
る
の
も
一
つ
の
方
法
だ
が
、
も
う
少
し
こ
の
事
態
を
詳
し
く

見
て
み
た
い
。
ま
ず
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
を
は
じ
め
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
た
ち
は
明
ら
か
に
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
を
指
し
て
「
拡
大
国
家
」「
福

祉
国
家
リ
ベ
ラ
ル
」
と
呼
ん
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
は
福
祉
国
家
論
な
の
だ
ろ
う
か
。
簡
潔
に
ロ
ー
ル
ズ
の

議
論
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
一
節　
「
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
福
祉
国
家
」

ロ
ー
ル
ズ
は
『
正
義
論
』
の
改
訂
版
の
序
文
に
お
い
て
、
自
ら
の
『
正
義
論
』
初
版
の
議
論
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
今
の
時
点
で
な
ら
違
っ
た
書
き
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
う
一
つ
の
修
正
点
は
（
第
五
章
で
導
入
さ
れ
た
）〈
財
産
所
有
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
〉（property-ow
n
in
g
�dem

ocracy
）
と
〈
福
祉
国
家
〉（w

elfare�state

）
と
い
う
二
つ
の
理
念
を
、
も
っ
と
明
確
に
区

別
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

）
11
（

る
」。
両
者
の
う
ち
、
ロ
ー
ル
ズ
は
前
者
を
擁
護
す
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。

ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
、
福
祉
国
家
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「〈
福
祉
国
家
〉
が
掲
げ
る
目
標
は
、
い
か
な
る
人
も
そ
こ
そ
こ

の
生
活
水
準
以
下
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
す
べ
て
の
人
が
（
た
と
え
ば
失
業
手
当
や
医
療
ケ
ア
と
い
っ
た
か
た

ち
で
）
偶
発
事
故
や
不
運
か
ら
の
一
定
の
保
護
措
置
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。（
中
略
）
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
、
甚
大

な
富
の
不
平
等
、
し
か
も
相
続
譲
渡
の
可
能
な
富
の
不
平
等
を
許
容
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

）
13
（

い
」。
ロ
ー
ル
ズ
の
こ
の
よ
う
な
福
祉

国
家
理
解
は
、
ナ
サ
ン
ソ
ン
分
類
の
理
解
や
最
小
福
祉
国
家
の
「
福
祉
国
家
」
理
解
と
多
く
の
部
分
が
一
致
し
て
い
る
。
福
祉
国
家
に
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お
い
て
は
、
政
府
に
よ
っ
て
介
入
さ
れ
る
べ
き
一
定
の
事
態
は
存
在
す
る
が
、
富
の
不
平
等
そ
れ
自
体
が
問
題
と
さ
れ
、
是
正
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。

一
方
、
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
ど
う
か
。「〈
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
〉
が
目
指
す
も
の
は
、
自
由
か
つ
平
等
な
人
格
と

見
な
さ
れ
る
市
民
た
ち
に
よ
る
、
長
期
に
わ
た
る
公
正
な
協
働
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
社
会
の
理
念
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が

っ
て
基
本
的
な
諸
制
度
は
、
市
民
が
社
会
の
十
全
な
協
働
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
う
る
た
め
の
生
産
手
段
を
一
握
り
の
人
び
と
だ
け
に
で
は

な
く
、
市
民
全
員
の
手
に
は
じ
め
か
ら
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
資
本
お
よ
び
資
源
の
所
有
権
が
相
続
と
譲

渡
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
、
時
間
を
か
け
て
着
実
に
分
散
さ
れ
る
こ
と
、
公
正
な
機
会
均
等
が
教
育
や
訓
練
の
機
会
の
提
供
な
ど
を

通
じ
て
確
保
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
諸
制
度
が
政
治
的
自
由
の
公
正
な
価
値
を
支
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
格
差
原
理
の
射
程
と

趣
旨
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
見
極
め
る
た
め
に
は
、〈
福
祉
国
家
〉
で
は
な
く
〈
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
〉（
あ
る
い
は
〈
リ
ベ
ラ
ル

な
社
会
主
義
政
体
〉）
と
い
う
制
度
上
の
脈
略
に
お
い
て
、
こ
の
原
理
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
14
（

い
」。
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

で
は
、
明
ら
か
に
相
対
的
な
平
等
が
重
視
さ
れ
、
か
つ
、
か
な
り
徹
底
し
た
財
の
（
分
配
と
い
う
よ
り
も
）
分
散
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ー
ル
ズ
は
、
彼
の
諸
原
理
を
満
た
す
た
め
に
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
、
ま
た
は
、
歴
史
的
条
件
や
伝
統
、
諸
制
度
お
よ
び
社

会
的
勢
力
の
分
布
に
よ
っ
て
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
主
義
政
体
を
擁
護
す

）
11
（

る
。

ま
た
、
ロ
ー
ル
ズ
は
別
の
著
作
に
お
い
て
、
次
の
五
つ
の
政
体
を
区
別
し
て
い
る
。
⒜
自
由
放
任
型
資
本
主
義
⒝
福
祉
国
家
型
資
本

主
義
⒞
指
令
経
済
を
伴
う
国
家
社
会
主
義
⒟
財
産
私
有
型
民
主
制
⒠
リ
ベ
ラ
ル
な
（
民
主
的
）
社
会
主
義
、
で
あ

）
11
（

る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
彼
の
正
義
の
二
原
理
に
適
っ
た
基
本
的
諸
制
度
た
り
得
る
の
は
⒟
と
⒠
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
⒝
と
⒟
の
対

比
に
お
い
て
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
財
産
私
有
型
民
主
制
は
「
富
と
資
本
の
所
有
を
分
散
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
社
会
の
小
さ
な
部
分

が
経
済
を
支
配
し
た
り
、
ま
た
間
接
的
に
政
治
生
活
ま
で
も
支
配
し
て
し
ま
う
の
を
防
ぐ
よ
う
に
働
く
」
が
、
福
祉
国
家
型
資
本
主
義
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リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

は
「
小
さ
な
階
層
が
生
産
手
段
を
ほ
ぼ
独
占
す
る
の
を
許
容
」
し
て
し
ま
う
と
論
じ

）
11
（

る
。

明
ら
か
に
、
ロ
ー
ル
ズ
が
反
感
を
示
し
た
福
祉
国
家
の
理
解
は
、
ナ
サ
ン
ソ
ン
分
類
が
示
し
た
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
レ
ベ
ル
福
祉
国
家

や
、
橋
本
の
最
小
福
祉
国
家
論
を
含
む
福
祉
国
家
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
示
し
た
財
産
私
有
型
民
主
制

（
お
よ
び
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
主
義
）
は
、
明
ら
か
に
平
等
、
即
ち
、
市
民
間
で
の
相
対
的
な
平
等
の
程
度
を
問
題
に
し
て
い
た
。
つ

ま
り
、
全
て
の
論
者
が
福
祉
国
家
を
何
ら
か
の
「
充
分
性
（sufficien

cy

）」
を
保
障
す
る
よ
う
な
議
論
だ
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
こ
に

は
平
等
の
観
念
と
は
全
く
別
の
関
心
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え

）
11
（

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
福
祉
国
家
論
者
は
平
等
主
義
者
で
は
な
く
、
充

分
性
主
義
者
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
原
理
に
よ
っ
て

4

4

4

4

4

4

、
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
に
理
解
さ
れ
た
古
典

的
自
由
主
義
者
の
福
祉
国
家
論
は
、
平
等
主
義
的
で
な
い
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
。
ゆ
え
に
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
ロ
ー
ル
ズ
的

な
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（liberal�eg
alitarian

ism

）
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

）
19
（

る
。

第
二
節　

左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
問
題

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
充
分
性
主
義
者
、
つ
ま
り
、
福
祉
国
家
論
者
で
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
な
平
等
主

義
者
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
ま
で
で
分
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
一
つ
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
左
派
リ
バ

タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
多
く
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
が
、
再
分
配
的
で
平
等

主
義
的
な
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
、
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（「
福
祉
国
家
」）
の
一
種
だ
、

と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
自
ら
を
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
公
言
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
論
者
が
、
自
己
所
有
権
論
者
か
否
か
を
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
否
か
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
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〇

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
で
の
哲
学
的
な
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
る

こ
と
の
条
件
と
さ
れ
て
い

）
31
（

る
。
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
す
れ
ば
、
確
か
に
、
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の

論
者
は
リ
バ
タ
リ
ア
ン
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
政
治

4

4

哲
学
の
あ
る
種
の
「
党
派
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
制
度
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
右
派
と
左
派
で
あ
ま
り
に
も
隔
た
っ
て
い
る
。

共
に
自
己
所
有
権
論
者
で
あ
り
な
が
ら
、
右
派
が
再
分
配
に
否
定
的
で
、
左
派
が
平
等
主
義
的
で
あ
る
の
は
、
各
々
が
天
然
資
源

（n
atural�resources

）
を
無
主
物
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
、
共
有
物
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
の
違
い
に
由
来
し
て
い
る
。
右
派
の

代
表
的
な
論
者
で
あ
る
ノ
ー
ジ
ッ
ク
は
、
再
分
配
に
否
定
的
な
歴
史
的
権
原
理
論
を
提
出
し
た

）
3（
（

が
、
左
派
の
論
者
は
、
こ
れ
を
受
け
入

れ
て
も
、
天
然
資
源
を
用
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
成
果
の
全
て
が
生
産
者
に
帰
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
論
じ
る
。
そ
し
て
、
よ
く

用
い
ら
れ
る
表
現
で
言
え
ば
、
左
派
は
天
然
資
源
が
「
何
ら
か
の
平
等
主
義
的
な
仕
方
で
（in

�som
e�eg
alitarian

�m
an
n
er

）」
共
有

さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
天
然
資
源
が
問
題
に
な
ら
な
い
自
己
所
有
権
（
身
体
所
有
権
）
と
、
天
然
資
源
が
問
題
に
な

る
財
産
権
（
私
的
所
有
権
）
を
明
確
に
区
別
す
る
。
尤
も
、
身
体
所
有
権
と
財
産
権
を
、
一
応
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
議
論
は
、

右
派
で
も
了
解
可
能
で
あ
る
。
森
村
は
身
体
所
有
権
を
狭
義
の
自
己
所
有
権
、
そ
れ
に
基
づ
く
財
産
権
を
広
義
の
自
己
所
有
権
と
し
て

区
別
し
、
前
者
の
方
が
よ
り
強
い
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
と
認
め
て
い

）
31
（

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
森
村
は
、
経
済
的
自
由
や
財
産
権
の

重
要
性
を
強
調
し
て
、
平
等
主
義
的
な
再
分
配
を
否
定
す

）
33
（

る
。
や
は
り
、
問
題
は
天
然
資
源
の
初
期
分
配
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
か
か

っ
て
い

）
34
（

る
。

で
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
こ
の
想
定
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
左
派
は
、
哲
学
的
に
は
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
と
い
う
よ
り
は
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
殊
、
政
治

4

4

哲
学
と
し
て
は
、
そ
の
強
い
平
等
主
義
的
傾
向
は
、
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リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

こ
こ
ま
で
筆
者
が
議
論
し
て
き
た
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
が
、
第
一
に
政
治
的
・
経
済
的
制
度
の
面
に

光
を
当
て
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
境
界
を
論
じ
て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
本
稿
で
は
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
、「
リ
バ
タ

リ
ア
ニ
ズ
ム
」
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
左
派
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
否
か
は
、
分
類
の
方
法
に
大
き
く
依

存
し
て
い
る
。

第
三
節　
「
古
典
的
自
由
主
義
」
再
論
に
向
け
て

こ
こ
ま
で
、
平
等
で
は
な
く
、
充
分
性
を
擁
護
す
る
福
祉
国
家
論
が
、
古
典
的
自
由
主
義
た
り
得
る
、
つ
ま
り
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ

ム
た
り
得
る
と
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
当
然
な
が
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
は
ロ
ー
ル
ズ
主
義
者
に
限
ら
れ
な
い
の
で
、
福
祉
国
家
論
で
あ
り

な
が
ら
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
な
古
典
的
自
由
主
義
で
な
い
議
論
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
と
、
古
典
的
自
由
主
義
は
ど
の
よ
う
に
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

ま
ず
、
古
典
的
自
由
主
義
者
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
帰
結
に
関
す
る
考
慮
を
正
当
化
す
る
の
か
を
確
認
し
よ
う
。
と
り
わ
け
、
本
稿

で
は
何
ら
か
の
権
利
論
と
帰
結
主
義
的
考
慮
を
両
立
さ
せ
る
と
い
う
議
論
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

た
と
え
ば
、
森
村
の
議
論
は
、
自
己
所
有
権
論
と
帰
結
主
義
的
考
慮
を
、
道
徳
的
直
観
の
強
弱
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
両
立
さ
せ
た
。

森
村
は
、
身
体
所
有
権
は
最
も
強
い
直
観
だ
が
、
そ
の
延
長
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
財
産
権
よ
り
も
、
最
低
限
の
生
存
権
の
保
障

の
方
が
よ
り
強
く
道
徳
的
直
観
に
訴
え
か
け
る
と
考
え

）
31
（

た
。
ま
た
、
橋
本
の
議
論
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
た
る
古
典
的
自
由
主
義
の

中
心
を
為
す
、
他
人
か
ら
干
渉
さ
れ
な
い
と
い
う
消
極
的
権
利
を
侵
害
し
て
ま
で
、
積
極
的
権
利
で
あ
る
最
小
限
の
福
祉
へ
の
権
利
を

認
め
る
た
め
に
、
強
力
な
正
当
化
根
拠
を
提
出
す
る
、
と
い
う
理
論
構
成
を
採

）
31
（

る
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
共
通
す
る
の
は
、
消
極
的
な
権
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利
を
中
心
と
す
る
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
な
権
利
論
と
帰
結
主
義
的
考
慮
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
両
立
し
な
い
の
で
、
権
利
論
を
別
の
よ
り
強

い
理
由
・
正
当
化
根
拠
で
一
部
覆
し
て
、
帰
結
主
義
的
考
慮
を
実
現
す
る
、
と
い
う
論
法
で
あ
る
。

ま
た
、
ラ
ン
デ
ィ
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
（R

an
dy�B

arn
ett

）
は
、
ロ
ス
バ
ー
ド
主
義
者
の
よ
う
な
、
権
利
を
純
粋
に
道
徳
的
根
拠
に
よ

っ
て
擁
護
し
、
帰
結
主
義
的
な
正
当
化
論
を
批
判
す
る
論
者
に
疑
義
の
目
を
向
け
て
い
る
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
古
典
的
自
由
主

義
者
は
、
道
徳
的
権
利
論
と
帰
結
主
義
を
調
和
さ
せ
て
自
然
権
を
論
じ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
（
道
徳
哲
学
で
な
く
）「
政
治
」

哲
学
で
あ
る
限
り
、
自
然
権
論
か
、
帰
結
主
義
か
と
い
う
二
者
択
一
の
議
論
は
必
要
な

）
31
（

い
。

バ
ー
ネ
ッ
ト
に
従
え
ば
、
自
然
権
論
を
、
一
部
、
帰
結
主
義
的
に
修
正
す
る
と
い
う
こ
と
が
何
ら
の
問
題
も
抱
え
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
政
治
哲
学
に
お
け
る
自
然
権
の
帰
結
主
義
的
正
当
化
と
い
う
議
論
は
、
自
然
権
論
な
の
だ
ろ
う

か
。
確
か
に
、
自
然
権
論
が
、「
正
義
は
行
わ
れ
よ
、
た
と
え
世
界
は
滅
ぶ
と
も
」
と
い
う
状
態
に
陥
っ
た
場
合
、
そ
の
議
論
は
魅
力

に
乏
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
自
然
権
論
の
論
理
自
体
の
破
綻
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
帰
結
の
悪
さ
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
で
は
、
こ
こ
で
の
自
然
権
論
は
、
本
当
に
別
の
論
拠
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

帰
結
主
義
的
考
慮
を
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
破

滅
的
な
結
論
に
至
る
こ
と
を
回
避
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
自
己
所
有
権
論
を
帰
結
主
義
的
に
一
部
覆
す
、
と
い
う
議
論
は
、
次
の
よ
う
な
筋
道
を
辿
っ
て
い
る
。
自
己

所
有
権
論
に
よ
る
財
産
権
の
正
当
化
や
市
場
の
擁
護
は
正
当
だ
が
、
反
直
観
的
で
あ
っ
た
り
、
充
足
性
を
満
た
さ
な
い
状
況
を
作
り
出

す
も
の
な
の
で
、
こ
の
帰
結
を
修
正
す
る
た
め
の
再
分
配
を
正
当
化
す
る
強
い
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、
一
度
市
場
な
ど

に
よ
っ
て
分
配
さ
れ
て
、
各
人
の
財
布
の
中
に
入
っ
た
も
の
を
、
本
人
の
財
産
で
あ
る
と
認
め
た
上
で
、
そ
の
後
に
「
再
」
分
配
す
る
、

と
い
う
順
を
追
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
な
く
て
も
、
同
じ
よ
う
な
分
配
状
況
に
「
再
」
分
配
に
よ

ら
ず
に
至
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
筆
者
に
は
次
の
二
つ
の
議
論
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

）
31
（

る
。
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リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

一
つ
の
方
法
は
、「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
追
求
者
」
の
よ
う
に
、
価
値
あ
る
人
間
観
や
自
由
観
を
基
準
に
し
て
論
じ
る
方
法
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
人
間
観
や
自
由
観
が
十
全
に
機
能
す
る
条
件
を
保
障
す
る
よ
う
な
、
最
低
限
の
福
祉
制
度
は
、
権
利
保
護
的
な
公
共
財
と
し

て
（
国
防
な
ど
と
同
様
に
）
擁
護
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
再
分
配
的
性
質
は
持
ち
う
る
が
、
純
粋
に
帰
結
主
義
的
に
「
再
」

分
配
と
し
て
財
の
移
転
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
う
一
つ
の
方
法
は
、
ロ
ッ
ク
的
但
し
書
き
の
解
釈
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
的
但
し
書
き
は
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
が
獲
得
（
専
有
）
の
原
理
に

付
し
た
但
し
書
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
が
『
統
治
二
論
』
で
論
じ
た
「
共
有
物
と
し
て
他
人
に
も
十
分
な
善
き
も
の
が
残
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
（th

ere�is�en
oug
h
,�an
d�as�g

ood�left�in
�com

m
on
�for�oth

ers

）」
と
い
う
制
約
（
十
分
性
の
制
約
）
を
基
に
し
て

い

）
39
（

る
。
ノ
ー
ジ
ッ
ク
は
こ
れ
を
、
専
有
が
始
ま
る
以
前
、
つ
ま
り
、
自
然
状
態
よ
り
暮
ら
し
向
き
が
悪
く
な
ら
な
い
場
合
と
解
釈
し
、

こ
れ
を
満
た
す
限
り
は
、
自
由
に
専
有
で
き
る
と
し

）
41
（

た
。
し
か
し
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
が
挙
げ
た
、
砂
漠
に
あ
る
た
っ
た
一
つ
の
干
上
が
ら

な
か
っ
た
井
戸
の
事
例
の
よ
う
に
、
い
か
に
専
有
時
点
で
但
し
書
き
を
満
た
し
て
い
た
と
し
て
も
、
環
境
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、
所
有

し
て
い
る
あ
る
時
点
で
但
し
書
き
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に
、
所
有
者
の
自
由
に
で
き
る
財
産
で
は
な

）
4（
（

い
。

つ
ま
り
、
但
し
書
き
は
所
有
・
移
転
の
際
に
も
問
題
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
財
産
権
の
正
当
化
の
前
提
と
な
る
但
し
書
き
な

の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
財
の
移
転
は
、
厳
密
に
は
「
再
」
分
配
で
は
な

）
41
（

い
。

以
上
の
よ
う
に
、
古
典
的
自
由
主
義
者
が
行
っ
て
き
た
帰
結
主
義
的
考
慮
を
、
権
利
論
の
一
部
を
覆
す
と
い
う
方
法
に
よ
ら
ず
に
、

権
利
論
と
両
立
（
内
包
）
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
右
の
二
つ
の
方
法
は
、
別
の
も
の
と
し
て
書
き
表
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
ど

ち
ら
か
し
か
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
的
但
し
書
き
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
を
引
く
た
め
に
、
人
間
観
や

自
由
観
は
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
観
や
自
由
観
は
、
財
の
分
配
基
準
（
原
理
）
に
大
き
な
影

響
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
の
人
間
観
や
自
由
観
が
、
福
祉
国
家
論
で
あ
り
な
が
ら
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ



六
一
四

る
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
（
前
）
理
論
的
核
心
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ

）
43
（

る
。
つ
ま
り
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
徹
底
し
た
個
人

主
義
的
人
間
観
・
自
由
観
こ
そ
が
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
含
む
、
類
似
し
た
分
配
的
帰
結
や
政
府
規
模
、
正
当

化
根
拠
を
持
つ
、
他
の
議
論
か
ら
区
別
す
る
上
で
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
な
の
で
は
な
い
か
。
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
分
類
で
あ
る
こ

と
を
謳
う
ア
ス
キ
ュ
ー
分
類
は
、
分
類
で
き
て
し
ま
う
指
標
で
は
な
く
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
こ
そ
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

に
共
有
さ
れ
る
べ
き
価
値
な
の
だ
と
「
ネ
ガ
」
と
し
て
教
え
て
く
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
国
家
観
に
よ
る
分
類
で
あ
る
、「
古
典
的
自
由
主
義
」
の
政
府
が
果
た
す
役
割
を
軸
に
、
い
く
つ
か
の
議
論
を
対
比
・
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
論
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
議
論
を
、
第
一
に
「
Ｘ
と
い
う
正
当
化
根

拠
に
よ
る
Ｙ
国
家
の
正
当
化
論
」
と
説
明
す
る
こ
と
が
、
あ
る
一
つ
の
「
塊
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
何
も
の

で
あ
る
か
を
見
え
な
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
違
和
感
を
持
っ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人
主
義
的
人
間
観
・
自
由
観
こ

そ
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
本
質
だ
、
と
い
う
議
論
は
大
ま
か
に
過
ぎ
る
一
方
、
複
雑
に
過
ぎ
る
。
し
か
し
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と

は
何
か
、
そ
の
中
心
的
関
心
事
は
何
か
、
と
い
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
ら
か
に
し
、
確
認
す
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
は
、
筆
者
の
旧
稿
・
学
会
報
告
に
頂
い
た
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
応
答
の
入
口
に
至
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
本
格
的
な
応
答
に
つ
い

て
は
、
他
稿
を
期
し
た
い
。

（
1
）　

た
と
え
ば
、
ア
ス
キ
ュ
ー
（1994-5

）、
森
村
（2001

）（2005

）
参
照
。
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リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

（
2
）　

詳
し
く
は
拙
稿
（2012

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）　

本
稿
で
は
扱
わ
な
い
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
制
度
や
憲
法
の
特
徴
と
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
発
想
が
ど
の
よ
う
な
点
で
、
ど
の
よ
う
に
相
容
れ

な
い
か
、
リ
ベ
ラ
ル
側
か
ら
の
議
論
と
し
て
、F

reem
an (2002)

は
興
味
深
い
。

（
4
）　

本
節
の
説
明
は
ア
ス
キ
ュ
ー
（1994

）
に
よ
る
。

（
5
）　

Ibid. pp.44-48.

（
6
）　

Ibid.pp.49-54. 

表
も
ア
ス
キ
ュ
ー
に
よ
る
が
、
便
宜
の
た
め
に
、
90
度
回
転
し
て
あ
る
。

（
7
）　

Ibid.p.56.

（
8
）　

森
村
（2006
）p.429.

（
9
）　

森
村
（2001

）pp.45-46.

（
10
）　

橋
本
（2008

）p. ix.

（
11
）　

Ibid.p.15.

（
12
）　

Ibid.p.133.

（
13
）　

Ibid. 

第
五
章
第
三
節

（
14
）　

Ibid.p.234, p.240. 

強
調
は
筆
者
。

（
15
）　

以
下
、
本
節
の
議
論
は
、
主
にB

rennan (2012) pp.8-12. 

を
参
照
。

（
16
）　

こ
の
呼
称
は
、 

そ
の
名
を
冠
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
存
在
す
る
程
度
に
は
、 

重
要
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る 

（http://bleedingheartlibertarians.

com
/

）。
た
だ
、
あ
ま
り
日
本
の
議
論
で
、
こ
の
呼
称
を
見
か
け
た
こ
と
は
な
い
。bleeding-heart

の
語
に
は
、「
感
傷
的
に
な
る
人
」
や
「
大

げ
さ
に
同
情
を
示
す
人
」
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
が
、
そ
の
意
味
を
十
全
に
表
現
す
る
訳
が
、
筆
者
に
は
思
い
つ
か
な
い
。
感
傷
的
リ
バ
タ
リ
ア

ン
や
同
情
的
リ
バ
タ
リ
ア
ン
で
は
意
味
が
良
く
分
か
ら
な
い
し
、
慈
善
（
慈
愛
）
的
リ
バ
タ
リ
ア
ン
で
は
、
彼
ら
の
社
会
正
義
へ
の
関
心
を
十

分
に
捉
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
こ
で
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
英
語
で
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
。

（
17
）　

た
と
え
ば
、
現
代
正
義
論
上
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
中
心
で
あ
る
と
さ
れ
る
ノ
ー
ジ
ッ
ク
は
、「
自
由
が
パ
タ
ン
崩
壊
さ
せ
る
」
と
い
う
こ

と
を
重
要
視
し
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
、
社
会
正
義
の
実
現
が
重
要
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
し
、
寧
ろ
、
自
由
は
そ
の
よ
う
な
「
幻
想
」
を

打
ち
破
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
（N

ozick (1974) ch.7, sec.1

）。
尤
も
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
が
採
用
し
た
「
ロ
ッ
ク
的
但
し

書
き
」
は
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
、
ま
ず
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
一
種
の
（
弱
い
）
パ
タ
ン
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。

（
18
）　

以
下
の
紹
介
は
、N

athanson

（
未
公
刊
［2013

予
定
］）
に
よ
る
。
表
2
か
ら
表
6
も
ナ
サ
ン
ソ
ン
に
よ
る
（
便
宜
の
た
め
に
、
回
転
さ
せ
、
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六

向
き
を
変
え
た
も
の
が
あ
る
）。
本
論
文
は
二
〇
一
二
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
たA

M
IN

T
A

P
H

IL

（T
he A

m
erican Section of the Internation-

al A
ssociation for the P

hilosophy of L
aw

 and Social P
hilosophy

）
の
学
術
大
会
で
の
報
告
の
為
に
、
ナ
サ
ン
ソ
ン
が
提
出
し
た
ペ
ー
パ

ー“C
onceptual P

overty as a C
ause of P

olitical P
olarization

”

が
基
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ペ
ー
パ
ー
はA

M
IN

T
A

P
H

IL

の
ペ
ー
ジ
で
見

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
現
在
は
消
去
さ
れ
て
い
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
ナ
サ
ン
ソ
ン
教
授
か
ら
引
用
の
許
可
と
共
に
、
二
〇
一
三
年
に
刊

行
予
定
の
本
論
文
を
送
っ
て
頂
い
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
19
）　

危
機
救
済
福
祉
国
家
で
は
、
人
々
の
福
利
を
脅
か
す
長
期
的
な
状
況
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
機
会
福
祉
国
家
で
は
、
人
々
が
市
場
で

成
功
す
る
た
め
に
競
争
す
る
能
力
の
、
実
質
的
な
不
均
衡
が
作
ら
れ
る
状
況
を
、
上
手
く
取
り
除
く
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
貧
困
が
除
去
で
き

な
い
、
と
ナ
サ
ン
ソ
ン
は
説
明
し
て
い
る
。

（
20
）　

橋
本
（2008

）p.163.

（
21
）　

大
屋
雄
裕
に
よ
る
ブ
ロ
グ
「
お
お
や
に
き
」
の
二
〇
〇
六
年
三
月
一
八
日
の
エ
ン
ト
リ
ー
の
表
題
（http://w

w
w

.axis-cafe.net/w
eblog/t-

ohya/archives/000302.htm
l

）。
こ
の
エ
ン
ト
リ
ー
は
森
村
（2005

）
合
評
会
の
際
の
も
の
で
あ
る
。

（
22
）　

R
aw

ls (1999)

邦
訳pp.xvi-xvii. 

尤
も
、
ロ
ー
ル
ズ
の
立
場
が
一
定
し
た
も
の
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
頻
繁
に
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
き

た
が
、
こ
こ
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
の
『
正
義
論
』
理
解
を
扱
う
。

（
23
）　

Ibid.

邦
訳pp.xvii-xviii.

（
24
）　

Ibid.

邦
訳p.xviii.

（
25
）　

Ibid.

邦
訳pp.xviii-xix.

（
26
）　

R
aw

ls (2001)

邦
訳pp.242-246.

（
27
）　

Ibid.

邦
訳pp.247-248.

（
28
）　

た
と
え
ば
、N
athanson (2005)

は
、sufficiency
とdecency

に
つ
い
て
、
前
者
を
心
理
的
基
準
、
後
者
を
社
会
的
基
準
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
が
、
こ
こ
で
議
論
し
て
い
る
充
分
性
は
心
理
的
な
満
足
の
問
題
に
限
ら
れ
な
い
。
筆
者
が
議
論
し
て
い
る
充
分
性
は
主
観
・
客
観
の
い

ず
れ
の
基
準
も
採
用
で
き
る
よ
う
な
意
味
で
の
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
問
題
は
、
不
平
等
で
は
な
く
、
絶
対
的
貧
困
で
あ
る
」
と
考
え
る

福
祉
国
家
論
の
場
合
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
は
、
時
代
や
環
境
な
ど
の
移
り
変
わ
り
と
共
に
変
化
す
る
、
客
観
的
で
社
会
相
対
的
な
充
分
性
で
あ

る
。

（
29
）　

こ
こ
で
の
本
稿
の
主
張
は
「
全
て
の
充
分
性
を
論
じ
る
福
祉
国
家
論
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、「
充
分
性
を

論
じ
る
福
祉
国
家
論
も
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
た
り
得
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
30
）　

少
な
く
と
も
、 Stanford E

ncyclopedia of P
hilosophy

のL
ibertarianism

の
項
目
（http://plato.stanford.edu/entries/libertarianism

/

）
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都
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一
）

や
、V

allentyne (2009)

は
そ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
自
己
所
有
権
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
帰
結
を
も
た
ら
す
と

い
う
議
論
と
し
て
、T

aylor (2005).
（
31
）　

N
ozick (1974)

邦
訳pp.255-260.

（
32
）　

森
村
（1995

）p.48.

（
33
）　

森
村
（1995

）pp.27-28, (2001) pp.30-32.

（
34
）　

天
然
資
源
が
「
何
ら
か
の
平
等
主
義
的
な
仕
方
で
」
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
問
題
だ
が
、
触
れ
な
い
。
現
在
の

議
論
状
況
は
、
双
方
、
天
然
資
源
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
相
手
の
議
論
が
論
証
さ
れ
て
い
な
い
、
と
、
挙
証
責
任
の
押
し
付
け
合
い
の
様
相
を

呈
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
も
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、F

eser (2005), V
allentyne (2009)

を
参
照
。
ま
た
、

左
派
に
よ
る
、
自
己
所
有
権
と
平
等
主
義
の
両
立
は
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
議
論
と
し
て
、
井
上
（2008

）。

（
35
）　

た
と
え
ば
、
森
村
（2001

）pp.34-36, pp.45-47.

（
36
）　

橋
本
（2008

）pp.234.

（
37
）　

B
arnett (2004) pp.1-7.

（
38
）　

M
ack and G

aus (2004) pp.124-126.

（
39
）　

L
ocke (1690)

邦
訳p.212.

（
40
）　

N
ozick (1974)

邦
訳pp.292-299.

（
41
）　

N
ozick (1974)

邦
訳pp.299-303. 

逆
に
、
資
源
は
変
化
し
な
い
が
、
配
慮
さ
れ
る
べ
き
人
が
増
え
た
場
合
も
同
様
の
結
果
が
生
じ
る
は
ず

で
あ
る
。cf. M

ack (1995).

（
42
）　

ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
議
論
に
お
け
る
、
但
し
書
き
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
は
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
尤
も
、
こ
こ
で
は

論
証
で
き
な
い
が
、「
何
ら
か
の
平
等
主
義
的
な
仕
方
で
」
と
い
う
天
然
資
源
へ
の
権
原
の
想
定
が
可
能
な
の
で
あ
れ
ば
、「
何
ら
か
の
十
分
性

主
義
的
な
仕
方
で
（in som

e sufficientarian m
anner

）」
と
い
う
議
論
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
は
ロ
ッ
ク
的
但
し
書
き
の
解
釈
と
し
て
、
十
分
に
妥
当
性
を
争
え
る
の
で
は
な
い
か
（
挙
証
責
任
は
惜
く
と
し
て
）。

（
43
）　

筆
者
は
旧
稿
（2012

）
第
三
章
で
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
た
。
尤
も
、
現
在
で
は
、
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
検

討
と
人
間
観
に
つ
い
て
、
ま
た
、
運
の
平
等
主
義
（L

uck E
galitarianism

）
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
他
稿
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。



六
一
八

【
参
考
文
献
】

ア
ス
キ
ュ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
（1994-5

）「
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
研
究
序
説

―
最
小
国
家
論
と
無
政
府
資
本
主
義
の
論
争
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）

（
二
）」
法
学
論
叢
、
第
一
三
五
巻
六
号
、
第
一
三
七
巻
二
号

井
上
彰
（2008

）「
自
己
所
有
権
と
平
等
―
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
意
義
と
限
界
―
」『
年
報
政
治
学2008

―
Ⅱ　

政
府
間
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
容
』

木
鐸
社

橋
本
祐
子
（2008

）『
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
最
小
福
祉
国
家
』
勁
草
書
房

福
原
明
雄
（2012
）「
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
原
理
的
再
編
成
に
向
け
て
の
一
試
論
（
一
）（
二
・
完
）」
法
学
会
雑
誌
、
第
五
十
二
巻
二
号
、
第
五

十
三
巻
一
号

森
村
進
（1995

）『
財
産
権
の
理
論
』
弘
文
堂

― 

（1997

）『
ロ
ッ
ク
所
有
論
の
再
生
』
有
斐
閣

― 

（2001

）『
自
由
は
ど
こ
ま
で
可
能
か　

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
入
門
』
講
談
社
現
代
新
書

― 

（2005

）『
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
読
本
』
勁
草
書
房

― 

（2006

）「
自
己
所
有
権
論
の
擁
護
―
批
判
者
に
答
え
る
―
」
一
橋
法
学
、
第
5
巻
2
号

B
arnett, R

andy (2004) “T
he M

oral F
oundations of M

odern L
ibertarianism

” in V
a

rieties of C
on

serva
tism

 in
 A

m
erica

, ed. by P
eter 

B
erkow

itz, H
oover Institute P

ress

B
rennan, Jason (2012) L

iberta
ria

n
ism

: W
h

a
t E

veryon
e N

eed
s to K

n
ow

, O
xford U

.P.

F
eser, E

dw
ard (2005) “T

here is N
o Such T

hing as an U
njust Initial A

cquisition
”, S

ocia
l P

h
ilosop

h
y a

n
d

 P
olicy, vol.22, issue1

F
reem

an, Sam
uel (2002) “Illiberal L

ibertarians: W
hy L

ibertarianism
 is not a L

iberal V
iew
”, P

h
ilosop

h
y a

n
d

 P
u

blic A
ffa

irs, vol.30, 

no.2

L
ocke, John

（1690/1960

）Tw
o Trea

tises of G
overn

m
en

t, C
am

bridge U
.P.

（
加
藤
節
訳
（2007

）『
統
治
二
論
』
岩
波
書
店
）

M
ack, E

ric (1995) “T
he Self-ow

nership P
roviso: a N

ew
 and Im

proved L
ockean P

roviso”, S
ocia

l P
h

ilosop
h

y a
n

d
 P

olicy, vol.12, is-

sue1

M
ack, E

ric and G
aus, G

erald F. (2004) “C
lassical L

iberalism
 and L

ibertarianism
: T

he L
iberty T

radition
”, in H

a
n

d
book of P

olitica
l 

T
h

eory, ed. by G
erald F. G

aus and C
handran K

ukathas, Sage P
ublications L

td.



六
一
九

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
古
典
的
自
由
主
義
」
カ
テ
ゴ
リ
ー�

（
都
法
五
十
四-

一
）

N
athanson, Stephen (2005) “E

quality, Sufficiency, D
ecency: T

hree C
riteria of E

conom
ic Justice”, in E

th
ica

l Issu
es for th

e Tw
en

ty
-

F
irst C

en
tu

ry, ed. by F
rederick A

dam
s, P

hilosophy D
ocum

entation C
enter
―
―
―
―
―
―
―
―
（
未
公
刊
［2013

予
定
］）“T

he M
arket vs. G

overnm
ent D

ebate: C
an B

etter C
oncepts M

ake It L
ess P

olarized?”

N
ozick, R

obert (1974) A
n

a
rch

y, S
ta

te a
n

d
 U

top
ia

, B
asic B

ooks Inc.

（
嶋
津
格
訳
（1985

）『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
木
鐸

社
）

R
aw

ls, John (1999) A
 T

h
eory of Ju

stice R
evised

 E
d

ition
, H

arvard U
.P.

（
川
本
隆
史
・
福
間
聡
・
神
島
裕
子
訳
（2010

）『
正
義
論
』
紀
伊

国
屋
書
店
）

―
―
―
―
― (2001)  Ju

stice a
s F

a
irn

ess: a
 R

esta
tem

en
t, T

he B
elknap P

ress of H
arvard U

.P.

（
田
中
成
明
・
亀
本
洋
・
平
井
亮
輔
訳

（2004

）『
公
正
と
し
て
の
正
義　

再
説
』
岩
波
書
店
）

T
aylor, R

obert S. (2005) “Self-ow
nership and the L

im
its of L

ibertarianism
”, S

ocia
l T

h
eory a

n
d

 P
ra

ctice, vol.31, no.4.

V
allen

tyn
e, P

eter (2009) “L
eft-L

ibertarian
ism

 an
d

 L
iberty”, in

 D
eba

tes in
 P

olitica
l P

h
ilosop

h
y

, ed
.by T

h
om

as C
h

ristian
o an

d 

John C
hristm

an, B
lackw

ell.


